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表紙写真
　令和３年10月３日に熱田神宮内に「剣の宝庫　草薙館」がオープン
しました。
　周辺には「くさなぎ広場」が整備されています。その中心となるのが
今回の写真の帆船のモニュメントです。昼と夜とでは雰囲気が変わりま
すので、ぜひご覧になってください。
撮影　藤森
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年頭のごあいさつ
会長、課税第二部長、熱田税務署長、名古屋税理士会熱田支部長

輝かしい栄誉

税制研修会（署長講演会、インボイス制度）、
大規模法人合同講演会・税務研修会、
消費税の期限内納付を忘れずに

税制改正要望活動

青年部会コーナー
紅葉会、独身者を対象とした租税教育活動

女性部会コーナー
第２回研修会、第３回研修会

SHINWA WALK　～伝説そぞろ歩き

NOTE

税務署からのお知らせ

市税事務所からのお知らせ

「税を考える週間」街頭広報、地域社会貢献活動、
「税に関する作品」発表

支部の動き、新会員紹介

お知らせのページ
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年頭のごあいさつ
会　長

安井　香一

　令和４年の年頭にあたり、謹んで新年のごあいさ
つを申し上げます。
　会員の皆さまをはじめ関係各位におかれましては、
日頃から熱田法人会に対して格別のご支援・ご協力
を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、昨年を振り返りますと、新型コロナウイル
ス感染症の第３波の中で新年を迎え、ピーク時の
８月20日には全国で25,992人の感染者数が報告され
ました。緊急事態宣言とまん延防止措置が繰り返し
発出されるなど、私たちの生活と企業活動に大きな
影響を与えました。このような中で開催された東京
オリンピック・東京パラリンピックでは、無観客や
感染対策上の多くの制限を強いられる中にもかかわ
らず懸命に競技に取り組むアスリートの姿に大きな
勇気と感動を憶えた方も多いと思います。幸いにも、
ワクチン接種が加速し感染予防意識の高まりもあり、
９月以降の感染者数は急激に減少し、従前の日常生
活を取り戻しつつあります。
　このような状況のもとで、当会では参加者の健康
と安全を最優先して中止した事業も多くありました
が、感染者数の動向に注視し、「感染防止対策ガイド
ライン」に基づく感染対策を講じながら、インボイ
ス研修会などの税制研修会をはじめ、支部合同研修
会や税を考える週間の広報活動など可能な範囲で実
施してまいりました。さらに、Withコロナ時代に対
応すべく、新たな取り組みとして「中小企業SDGs経
営」、「年末調整実践セミナー」及び「健康セミナー」
の研修会等をオンライン方式で実施し、多くの方に
ご参加いただきました。これらの事業の企画・運営
にあたられた役員のご努力、並びにご参加いただい
た会員の皆さまのご協力に、改めて深く感謝申し上
げます。
　ところで、足元の景気動向に目を移しますと、緊
急事態宣言の解除に伴い、飲食や旅行などの個人消
費に改善の兆しが見えますが、一方で、原油をはじ

めとする資源価格の高騰や円安の影響を受け、10月
の国内企業物価指数は40年９カ月ぶりの高い水準と
なっています。既に一部の品目では小売価格を値上
げしており、個人消費への影響も懸念されます。また、
半導体や木材に象徴される部材供給不足により、多
くの業種の現場で減産や着工延期といった影響も出
てきており、先行きは不透明な状況にあります。
　こうした中、地域の経済を着実に押し上げていく
には、中小企業の活性化に資する税制措置の確立な
ど、実体経済の改善につながる税制面での政策が望
まれるところです。
　公益財団法人全国法人会総連合では、令和４年度
の税制改正に関する提言において、コロナ禍の中小
企業を救う「税制措置」と未来のための「財政健全
化」を求めております。当会といたしましても、税
のオピニオンリーダーとして、企業経営の活性化に
役立つ税制の実現に向けて、一層の努力を傾注して
いく所存であります。
　さて、間もなく所得税等の確定申告時期を迎えま
すが、例年、確定申告会場には多数の方が来場され
ます。税務ご当局では感染防止対策上からも、スマ
ホや自宅のパソコンから国税庁ホームページ上で確
定申告書を作成しe-Taxでの提出を強く推進されてい
ます。ご自身の申告のみならず、従業員の方にも是
非ともお勧めいただきますよう、改めてご協力をお
願い申し上げます。
　ここに新しい年を迎えましたが、本年も「よき経
営者をめざすものの団体」として、地域や会員企業
の発展に貢献できる「魅力ある法人会」をめざします。
　最後になりましたが、税務ご当局をはじめ関係各
位の変わらぬご指導、ご支援をお願い申し上げます
とともに、会員の皆さまの益々のご繁栄とご健勝を
心からご祈念申し上げ、年頭のごあいさつといたし
ます。
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年頭のごあいさつ
名古屋国税局　課税第二部長

浅井　清貴

　令和４年の年頭に当たり、公益社団法人熱田法人

会の皆様に謹んで新年の御挨拶を申し上げます。

　会員の皆様には、平素から税務行政につきまして

深い御理解と格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。

　昨年は、東京2020オリンピック・パラリンピック

競技大会が無観客ながら開催され、多くの日本人選

手が活躍しました。

　また、メジャーリーグベースボールにおいて、大

谷翔平選手が現代野球では例のない二刀流をやり遂

げるなど大変喜ばしい出来事がありました。

　このような中、新しく迎える年が、会員の皆様にとっ

て充実した年となりますことを祈念いたしますととも

に、公益社団法人熱田法人会が引き続き魅力ある事

業活動を展開され、会員企業と地域社会の発展に一

層の貢献をされますことを御期待申し上げます。

　さて、新型コロナウイルス感染症への対応におい

ては、行政のデジタル化の必要性が顕在化するなど、

税務行政を取り巻く環境は大きく変化しております。

　国税当局としましては、「納税者の自発的な納税義

務の履行を適正かつ円滑に実現する」という使命を

果たすために、ＩＣＴの活用による「納税者の利便性

の向上」と「課税・徴収の効率化・高度化」を２本

柱とする「スマート税務行政」を目指し様々な取組

を進めてきました。

　今後におきましても、申告・納付のデジタル化の

推進、内部事務のセンター化等、事務運営の見直し

やインフラ整備などの取組を進めてまいりますが、

これらの取組を成し得るためには、ｅ-Ｔａｘやマイ

ナンバー制度の更なる普及・定着が必要であり、法

人会の皆様の御協力が必要不可欠であると考えてお

ります。

　また、昨年は、令和５年10月１日に導入されるイ

ンボイス制度に係る適格請求書発行事業者の登録申

請の受付が開始されましたが、おおむね円滑に進め

られており、法人会の皆様から、説明会の開催や制

度の周知・広報活動など幅広く御協力をいただきま

したこと、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

　今後も更に、インボイス制度の円滑な導入に向け

て取り組んでいくこととしておりますので、引き続

き、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

　さらに、公益社団法人熱田法人会において取り組

まれております「自主点検チェックシート」及び「自

主点検ガイドブック」は、納税者の皆様の税務コン

プライアンスの向上に役立つものであり、極めて有

意義な取組と考えておりますので、今後も積極的な

取組をお願いいたします。

　新型コロナウイルス感染症の影響の中、会員の皆

様には工夫を凝らした会活動を実施していただいて

いるところ、本年は従前以上の信頼関係構築の年に

したいと考えておりますので、一層の御理解と御協

力を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに当たりまして、公益社団法人熱田法人会の

更なる御発展と、会員の皆様の御健勝並びに事業の

ますますの御繁栄を祈念いたしまして、年頭の御挨

拶とさせていただきます。
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年頭のごあいさつ
熱田税務署長

杉山　真由美

　令和４年の年頭に当たり、謹んで新年のお慶びを

申し上げます。

　公益社団法人熱田法人会の皆様方には、日頃から

税務行政に対しまして、格別の御理解と御協力を賜

り、厚く御礼申し上げます。

　昨年も新型コロナウイルス感染症への対応から

様々な事業活動が制約を受けた１年ではありました

が、貴会におかれましては、「税のオピニオンリーダー

として、企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し、

国と社会の繁栄に貢献する」という法人会の理念に

則り、「インボイス制度」の円滑な導入に向けた周知・

広報をはじめとする税制研修会、各種講演会の開催、

「税を考える週間」の広報活動のほか、租税教室への

講師派遣などの事業活動に取り組んでおられます。

これはひとえに、役員の皆様方の優れた指導力と会

員の皆様の熱意と行動力の賜物と深く敬意を表する

次第であります。

　さて、最近の税務行政を取り巻く環境は、アフター

コロナにおける社会・経済の構築、「新たな日常」の

定着・加速に向け、デジタル化・オンライン化が急

速に進むなど大きく変化しております。私どもとい

たしましても、急速な社会の変化に対応しつつ、「納

税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実

現する」という国税庁の使命を果たしていくため、Ｉ

ＣＴやマイナンバーなどの積極的な活用を通じて税

務行政のスマート化を目指し、「納税者の利便性の向

上」と「課税・徴収の効率化・高度化」に努めてま

いります。

　例えば、納税者の利便性向上策として、所得税の

確定申告においては、マイナンバーカード又は税務

署が発行するＩＤ・パスワードを利用して、スマー

トフォンからｅ‐Ｔａｘ（電子申告）を簡単に提出で

きるように、Ｗｅｂサイトを用意しております。

　間もなく令和３年分の所得税等の確定申告の時期

を迎えますが、例年、確定申告会場（ウインクあいち）

には、大変多くの方が来場されます。本年の確定申

告においても、昨年と同様に必要な感染症対策を講

じていくこととしておりますが、外出を必要としな

いｅ‐Ｔａｘは、御自身のスマートフォンや御自宅の

パソコンから国税庁ホームページにアクセスして確

定申告書を作成していただき、インターネットを通

じて申告していただくことができますので、便利か

つスピーディー、安心・安全で究極の感染症対策で

あろうと考えております。

　大切な従業員の皆様を守るあるいは社内の二次感

染リスクを回避する観点からも、従業員の皆様へ国

税庁ホームページで確定申告書が簡単に作成できる

ことを御案内いただきますようお願い申し上げます。

　昨年も、貴会におかれましては、ｅ‐Ｔａｘの普及・

拡大に向けて、会員の皆様方の積極的な御利用、会

を挙げての推進活動及び私どものニーズを踏まえて

いただいた広報活動等に御尽力・お力添えいただき

ましたことに対しまして、改めて深く感謝申し上げ

ますとともに、引き続き、多大なる御支援・御協力

を賜りますよう併せてお願い申し上げます。

　結びに当たりまして、公益社団法人熱田法人会の

更なる御発展と会員の皆様方の御健勝並びに事業の

ますますの御繁栄を心から祈念し、年頭の挨拶とい

たします。
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年頭のごあいさつ
名古屋税理士会　熱田支部長

加茂　卓也

　新年明けましておめでとうございます。

　令和４年の年頭にあたり、公益社団法人熱田法人会

会員の皆様に、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　旧年中、公益社団法人熱田法人会会員の皆様には、

名古屋税理士会熱田支部の活動に対し、深いご理解

とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

　公益社団法人熱田法人会と名古屋税理士会熱田支

部は、熱田税務連絡協議会を通して強固な協力関係

を築かせていただいており、それぞれの団体の相互

理解のもと地域社会に貢献し、納税環境の整備と申

告水準の向上を目指し活動を行っております。今後

とも信頼と協調をもとに一層の連携を深めてまいり

たいと思います。本年もよろしくお願い申し上げ

ます。

　さて、昨年を振り返りますと、一昨年と同様に、

新型コロナウイルス感染症の猛威に晒された一年と

なりました。日本では夏に感染拡大第５波を迎え、

大都市圏の医療機関を中心に医療崩壊が現実のもの

となってしまいました。しかし、ワクチン接種が進

んだことで、秋には急速に収束に向かい経済活動の

再開に踏み切ることができたのは、日本経済にとっ

て非常に大きな一歩であったと思います。

　一方で、世界情勢をみると、気候変動問題、ブレ

イクスルー感染によるコロナ感染症の再拡大、その

影響による物流の停滞、各種資源の高騰、半導体不

足等が企業経営に大きな影を落としており、更には、

恒大集団の経営危機に端を発した中国の景気動向、

その中国とアメリカを中心とした世界各国の思惑の

対立等、世界経済に対するリスクで満ち溢れてい

ます。

　また、本年の税制面における喫緊の課題としては、

全ての電磁的記録の保存が義務化される改正電子帳

簿保存法並びに導入開始が目前に迫るインボイス制

度への対応が急務となります。

　このような情勢の中、企業経営者の方々には非常

に難しい経営のかじ取りが求められております。社

会・経済環境の変化、税制等への対応を踏まえて、個々

の事業の発展と、正確な税務申告と納税の円滑な推

進を図るため、今後、公益社団法人熱田法人会が果

たす役割は、一層重要になるものと思います。

　私ども名古屋税理士会熱田支部といたしましても、

研修等の充実により、税の専門家としての資質の向

上を図り、公益社団法人熱田法人会との連携をさら

に進め、地域社会への貢献と、納税環境の整備改善、

申告水準の向上に努めてまいりたいと存じます。

　今後とも、一層信頼される納税協力団体としてご

活躍されることを期待申し上げます。

　結びにあたり、公益社団法人熱田法人会のますま

すのご発展と、会員企業の皆様のご隆盛並びにご健

勝をご祈念申し上げまして、年頭のご挨拶とさせて

いただきます。
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このたび次の方々が表彰の栄誉を受けられました。
心からお祝い申しあげます。

納税表彰者
財務大臣表彰

鈴木 幹雄 氏
株式会社 鈴活印刷
代表取締役会長
本会副会長

名古屋国税局長表彰

辻本 正人 氏
朝日産業株式会社
取締役会長
本会副会長

熱田税務署長表彰

髙木 香子 氏
株式会社 光金属工業所
代表取締役社長
本会常任理事

吉水 純二 氏
笠寺工業株式会社
代表取締役社長
本会常任理事

森　孝義 氏
中京車体工業株式会社
代表取締役社長
本会理事

𠮷戸 千香子 氏
株式会社 愛知工業所
監査役
女性部会副部会長

熱田税務推進協議会長表彰

神谷 清彦 氏
株式会社 名給
常務取締役財務統括部長
本会執行委員

山田 豊久 氏
株式会社 山田商会
代表取締役社長
青年部会直前部会長

林　ひろ子 氏
株式会社 林スプリング製作所
監査役
女性部会委員・会計

林　隆博 氏
三特販売株式会社
代表取締役
本会理事

杉野 和記 氏
愛知時計電機株式会社
取締役上席執行役員管理部長
本会監事
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税制研修会（署長講演会）

税制研修会（インボイス制度）

　令和３年９月29日（水）熱田神宮会館におい
て、税制研修会を開催しました。
　研修会は、７月に熱田税務署長にご就任され
た杉山真由美様を講師にお招きし「ちょっと知
りたい税務の職場」と題してご講演をいただき
ました。
　杉山署長様は、銀行ご勤務の経験をお持ちで、
税務職員になる前の複式簿記との出会いに感動
を受けたエピソードなどをお話しいただきま
した。
　また、税務職員になられてからは、徴収系統
でのご勤務が長いものの、国税局総務部、税務
大学校教育官など色々な部署をご経験されてお
り、ご経験に基づいた国税の組織についてわか
り易くご説明いただきました。

　令和３年10月４日（月）・６日（水）・11日（月）・
14日（木）の４日間、熱田神宮会館において、熱
田税務署 法人課税第一部門統括国税調査官 畠
中孝幸氏をお迎えし、「インボイス制度の事前準
備について」と題して税制研修会を開催しま
した。
　当初８月27日に開催する予定でしたが、コロ

ナ感染者急増により延期したもので、会場定員
50％の定員で再度募集したところ、案内発送後
１週間ほどで定員に達したため、急遽開催日を
追加するなど、予想を上回る申込みがありまし
た。実数で200名を超す方にご参加いただきま
した。
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大規模法人合同講演会・税務研修会
　令和３年10月20日（水）熱田神宮会館におい
て、昭和・熱田・中川・半田法人会合同による「大
規模法人等合同講演会・税務研修会」を開催し
ました。
　講演会は、昭和法人会安田智彦大規模法人部
会長のあいさつに続き、昭和税務署長岡直人様
から来賓あいさつをいただいた後、名古屋国税
局調査部長四井清裕様より「税務を取巻く環境
変化と税務行
政」と題して、
税 務 行 政 の
デジタル・ト
ランスフォー
メーション化
や国際課税へ
の取り組み状
況などについ
てご講演いた
だきました。

　続いて、調
査審理課長小
山太郎様より、
「申告書作成
のチェックポ
イント」と題
して、令和３
年度に見直し
が行われた試
験研究費の特
別控除適用上
の留意事項や
受取配当等の
益金不算入及び消費税の誤りの多い項目につい
てのチェックポイントを分かり易くご説明いた
だきました。
　最後に、昭和税務署法人課税第一部門統括国
税調査官松永潔様より、「消費税インボイス制度
について」のご説明いただいて終了しました。
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令和４年度税制改正要望活動
公益社団法人 熱田法人会

令和３年11月22日（月曜日）
　池田 佳隆 衆議院議員来訪
　面談者　堀江税制委員長
　　　　　湯浅専務理事

令和３年11月22日（月曜日）
　工藤 彰三 衆議院議員訪問
　面談者　鈴木税制担当副会長
　　　　　堀江税制委員長

令和３年11月22日（月曜日）
　伊藤　渉 衆議院議員訪問
　訪問者　堀江税制委員長
　　　　　鈴木税制副委員長

令和３年11月23日（火曜日）
　近藤 昭一 衆議院議員訪問
　訪問者　鈴木税制担当副会長
　　　　　林税制副委員長
　　　　　加藤税制副委員長

令和３年11月26日（金曜日）
　牧　義夫 衆議院議員訪問
　訪問者　鈴木税制担当副会長
　　　　　堀江税制委員長
　　　　　岡本税制副委員長

令和３年10月28日（木曜日）
　小浮 正典 豊明市長訪問
　面談者　堀江税制委員長
　　　　　林税制副委員長

令和３年11月30日（火曜日）
　伊藤 孝恵 参議院議員訪問
　面談者　鈴木税制担当副会長
　　　　　堀江税制委員長

税制委員長　堀江 秋人
　公益財団法人全国法人会総連合と一般社団法人愛知県法人会連合会では「令和４年度税制改正提言」
を実現するために衆参両国会議員、県市の行政長に直接要望書を手渡し、ご説明する活動を行なっていま
す。当法人会でも、立憲民主党の近藤昭一衆議院議員、自民党の工藤彰三衆議院議員、立憲民主党の牧 
義夫衆議院議員、公明党の伊藤渉衆議院議員、国民民主党の伊藤孝恵参議院議員、小浮正典豊明市長を
訪問し提言書を説明の上、お渡しいたしました。また、自民党の池田佳隆衆議院議員は当法人会事務局を
訪問されましたので、提言書を説明の上、お渡ししました。各議員一様にご理解いただきました。
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　令和３年10月23日（土）OBと現役会員の交流を目
的としたゴルフコンペ、第15回紅葉会をさなげカ
ントリーにて開催しました。
　総勢34名にご参加いただき、普段話す機会の少
ない方々とゴルフを通じてとても有意義な時間を
過ごす事が出来ました。
　個人戦と現役対OBの団体戦を行いました。団体
戦はくじ引きによる選抜としたことが幸いし、わ
ずか１打差で現役部会員が15回目で初となる勝利

をおさめることが出来ましたが、個人戦では、ゴ
ルフの上手な方々が多いOBの中から、加野先輩が
見事優勝となりました。
　沢山の方に参加をいただき、また当日の天候に
も恵まれ終始笑いの絶えない楽しい１日となりま
した。

りをみせていました。
　全ての競技終了後に、結婚後の税金についてグ
ループワークを行い、結婚や子育て資金に対する
贈与税の非課税措置などがあることを学び、結婚
への意欲を高めることができました。
　この事業を通して、１組でも結婚に導けること
ができたら、本望です。
　来年も税金を通して、多くの参加者に交流でき
る機会を作っていきます。

　令和３年11月20日（土）なごのキャンパスにて独
身者を対象とした租税教育活動を開催しました。
　夏頃までコロナ禍で開催が危ぶまれましたが、
開催当日は新規感染者数も落ち着き、男女30名ず
つの婚活参加者が楽しく交流しました。
　今回は「NAGOYA2021婚活オリンピック」とい
うテーマで、競技（バスケットボール、男女メドレー
リレー、バレーボール、ゴルフ、フェンシング、
男女混合リレー）を行いながら交流をしました。
参加者が、チーム一丸となり例年以上の盛り上が

　令和３年度で13回目となる租税教室を
青年部会員が講師となり実施しました。
　租税教室はこれまで三学期に行われて
いましたが、文部科学省が指導要領を変
更し、一学期に実施する方向性を打ち出
したことから、本年度は５～６月に実施
されました。
　実施した小学校・実施日・講師・補助
者は次のとおりです。

　令和３年７月17日（土）アスナル金山「Kumsan 
seoul」にて、コロナ禍における会員交流をテーマ
とした７月例会を開催しました。
　昨年度はコロナの影響で会員交流事業を実施す
ることができず、本年度はコロナ禍でも開催できる、
ニューノーマルスタイルによる事業を目指し開催
しました。
　最近では、コロナ禍でＷＥＢ会議等非対面場面
が多くなり名刺交換の機会も少なくなっており、
オンラインでも名刺交換ができる非接触型名刺交
換アプリを利用し、その使い方や応用と実践を通
じた交流会として実施しました。開催にあたっては、
会場は屋外で短時間、検温・手指消毒の実施など
感染防止対策を十分講じて実施しました。
　また、青年部会員候補の一般参加者３名の方に
もご参加いただき、大変有意義な交流会になりま
した。

▲名古屋市立柴田小学校

小学校名

名古屋市立柴田小学校

名古屋市立大磯小学校

実施日

令和３.５.25（火）

令和３.６.16（月）

講師・補助

齋藤・加藤

宮田・髙田・蟹江

（敬称略）
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やヒペリカムなど多くの花材を使いました。いつ
もなら体験中におしゃべりの花が咲く女性部会員
ですが、バスケットに挿す花の位置や葉の遊ばせ
方などを真剣に考えすぎて無言になり、先生から
アレンジの指導とともに「もっとリラックスして
ね」と声をかけて頂いて、思わず笑いがこぼれて
いました。管理方法も指導いただき、それぞれに
素敵なアレンジメントが仕上がって、楽しい一時
を過ごしていただけたのではないでしょうか。
　講師には、コロナ禍で色々と制限のある中で快
く引受けていただき、心から感謝申し上げ、今後
益々のご活躍をお祈りしております。
　なお、会員の皆様には、今回も社会貢献事業の
タオル寄贈にご協力をいただきました。集まった
タオルは、ある程度まとめてから、管内の消防署
や社会福祉施設等に寄贈予定です。誌面をお借り
して御礼申し上げます。ありがとうございました。

　令和３年９月８日（水）、女性部会令和３年度第
２回研修会を熱田神宮会館で開催しました。コロ
ナ禍が続く悪天候の中、18名の方に参加いただき
ました。
　講師にフラワーデザイナーの間瀬邦子様を、講
師補助に愛知豊明花き流通協同組合の太田主任を
お迎えして、「重陽の節句　バスケットフラワーア
レンジメント」と題して、花についてのお話とフ
ラワーアレンジメント体験を行いました。
　重陽の節句とは９月９日の菊の節句であり、「後
の雛」と呼ばれる大人のひなまつりでもあったそ
うです。今回のフラワーアレンジメントは持ち手
つきのバスケットを使い、ひな飾りをイメージし
て、ピンク系統の大人かわいい秋のアレンジを作
成しました。メインのダリアでお内裏様とお雛様
をイメージし、白の菊（ピンポンマム、スプレー
マム）、ピンクのトルコキキョウやダイアンサス、
紫のリンドウやクジャクソウ、緑のリキュウソウ

第３回研修会

第２回研修会
　令和３年12月13日（月）、女性部会令和３年度第３
回研修会を熱田神宮会館及び「剣の宝庫　草薙館」
で開催し、24名の方に参加いただきました。
　第一部は、熱田税務署長の杉山真由美様を講師と
してお迎えし、
「知っておきたい
税の話～アニメ
『サ ザエさん』
の磯野家を通し
て税を知る！」
と題して講演い
ただきました。
富山県出身の杉
山様は、地方銀
行勤務を経て名
古屋国税局に就
職、数々の税務
署を経て７月に現職に着任されました。大学時代に出
会った複式簿記への感動や、ご家族を含めた自己紹
介をされたあと、「サザエさん」の礒野家というおな
じみの一家の家系図をもとに、所得控除や一時所得、
相続税などについて、わかりやすくご説明をいただき
ました。誰もが知っている磯野家の家族構成をもとに、
誰が控除対象者となるか、何が一時所得とされるか、
相続の場合どうなるのか等、具体的にお話しいただき
ました。また、犬税や独身税、ポテトチップス税など、
すでに廃止されたものも含めた世界の面白い税のお話
もあり、とても有意義な１時間となりました。

　第二部は、講師に熱田神宮神職で権禰宜の奥山哲
也様をお迎えし、「草薙館の概要・展示目的・展示
品について」と題し、草薙館の見どころや、熱田神
宮と刀剣の魅力についてご教授いただきました。令和
３年10月、熱田神宮御大典奉祝記念事業の一環とし

て開館した「剣の宝庫　草薙館」では、「草薙神剣」
を奉斎する熱田神宮所蔵の刀剣を順に展示していま
す。刀剣は、国宝や重要文化財を含め約450口あり、
毎年１口奉納されて増え続けるのだとか。国宝は「来
国俊」という銘の短刀で、普段は重要文化財とともに、
東京国立博物館に寄託しているそうです。
　その後、草薙館へ移動して館内の見学を行いまし
た。入口には太刀を持った武者像のオブジェが来館
者を迎えており、館内は天窓風明り取りや注連縄をイ
メージした照明器
具を使うなど、工
夫された造りとなっ
ています。展示室
は、刀剣の鍛造工
程解説場所に原料
の鉧や玉鋼をあわ
せて展示し、短刀
から大太刀まで十
数口の刀剣は、多
方向から見られる
ように配置してあり
ます。また、体験コーナーでは、大太刀である真柄
太刀の複製拵を含む４口の刀剣に触れるようになって
おり、実際の刀剣の重みを感じることができました。
年の瀬の慌ただしさから一歩離れて熱田神宮のゆった
りとした空気の中で歴史とふれあうひと時を過ごしま
した。
　なお、今回も女性部会社会貢献事業のタオル寄贈
に多数ご協力をいただきました。集まったタオルは、
管内の消防署や社会福祉施設等にまとめて寄贈する
予定です。ご協力いただいた皆様に誌面をお借りして
お礼申し上げます。ありがとうございました。

ちょう よう

のち

ひな

つるぎ ほう　こ くさ なぎ

くさなぎのみつるぎ

ふり

ふり

けら

ま がら
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　なお、今回も女性部会社会貢献事業のタオル寄贈
に多数ご協力をいただきました。集まったタオルは、
管内の消防署や社会福祉施設等にまとめて寄贈する
予定です。ご協力いただいた皆様に誌面をお借りして
お礼申し上げます。ありがとうございました。
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＜講師プロフィール＞ 
東京都世田谷区生まれ。1987年 早稲田大学を卒業後、フジテ

レビのアナウンサーに。朝の情報番組「とくダネ︕」を 20年間
担当後、2019年 9月末日に 33年勤めたフジテレビを退社し、
フリーアナウンサーとなるが２か月後に血液のがんである悪性
リンパ種と判明。４か月半の入院、治療の結果「完全寛解」とな
る。現在、テレビ、ラジオ、講演、がん知識の普及活動など幅広
く活動している。11月に、人生の困難を乗り越えるエッセイ「生
きる力～引き算の縁と足し算の縁」（KADOKAWA）を出版。 

公益社団法人 熱田法人会 健康セミナー 

フリーアナウンサー 

笠井
か さ い

 信
し ん

輔
す け

氏 

  令和３年 11月 29日（月）１4︓00～15︓30  
Zoomミーティングを使用したオンライン開催 
令和 3年 12月 1日（水）～12月 20日（月） 
YouTubeによる限定配信 

 

 

日 時 

主 催 公益社団法人熱田法人会 名古屋市熱田区神宮三丁目 8-20-308 
Tel（052）682－6200 Fax（052）683－1417 

本セミナーは、オンラインによる開催に加え、12 月 1 日～12 月 20 日の間に
YouTubeによる限定配信も行いますので、期間内のご都合の良い時間帯での視
聴も可能です。多数の方のご参加をお待ちしています。 

申込方法 裏面の参加申込をご確認のうえ、11月 25日(木)までに法人会事務局 
までメールによりお申し込みください。 

参加費 会員無料・非会員 1,000円 

　令和３年11月22日（月）に熱田神宮会館におい
て、国土交通省大臣官房総括審議官  天河宏文氏
をお迎えし、「社会資本整備の最近の動向につい
て」と題して税制研修会を開催しました。
　昨今自然災害が頻繁に起きており、その際先頭
に立って国・地方を復興再建する国土交通省の防
災・減災対策や税制面での考えについて、分かり
易くお話しいただきました。

◆税制研修会◆

　令和３年11月４日（木）にオンラインにて、税理
士 中島加誉子氏より「年末調整の流れとポイント
を解説！税理士がわかりやすくお伝えします
【2021年版 年末調整実践セミナー】」と題してセ
ミナーを開催しました。当日は89名の方にご視聴
いただきました。またオンライン視聴できない方
のために法人会事務局での視聴も可能として４名
の方に参加いただきました。

●年末調整実践セミナー●

　令和３年11月29日（月）にオンラインにて、フ
リーアナウンサー  笠井信輔氏より「がんが教え
てくれた【生きる力】」と題してオンラインによ
る講演会セミナーを開催しました。
　笠井氏よりご自身のがん闘病生活の実経験に基
づくお話をアナウンサーらしく卓越した話術でお
話しいただきました。
　当日は22名の方に、その後のYouTubeでは74名
の方にご視聴いただきました。

●健康セミナー●

　令和３年９月17日（金）にオンラインにて、株式
会社大川印刷 代表取締役社長　大川哲郎氏より
「ポストコロナ、脱炭素社会を見据えた　グレー
ト・リセット【中小企業が活躍する新しい時代の
ＳＤＧｓ経営】～中小企業によるＳＤＧｓのロー
ルモデルから学ぶ・いかにして経営計画に実装
し、事業に組み込み実践するか～」と題してセミ
ナーを開催しました。
　初めてのオンライン開催となりましたが、当日
は21名の方にご視聴いただきました。

●中小企業のＳＤＧｓ経営●

　熱田法人会では、withコロナの時代に対応し、安心して参加できるオンラインセミナーを新
たに取り組みました。

　■▶　オンラインセミナー　◀■

　令和３年９月８日（水）～ 10日（金）の３日間、熱
田神宮会館において、税理士　飯村正三氏をお迎
えし、「簿記講習会」を開催しました。
　コロナ禍の中での講習会となりましたが、22名
の方にご参加いただきました。
　簿記の基本から仕訳の具体例や決算書の見方な
どについてわかり易く説明していただきました。

◆簿記講習会◆

　令和３年10月25日（月）に鳴海カントリークラブにおいて
「コロナ禍での経営、新たな事業に取り組む元気な企業」
と題し、事業発表会を開催しました。
　新たな事業に取り組んでいる支部内企業３社からプレゼ
ンテーションを行っていただき、41名（一般３名含む）の
方にご参加いただきました。

◆緑区４支部・豊明支部合同事業（事業発表会）◆

　令和３年11月17日（水）熱田神宮会館において、熱田区（４
支部）・南区（４支部）合同研修会を開催しました。
　講師には税理士 飯村正三氏をお迎えし「元国税査察官
による【マルサの事件簿】」と題してご講演いただきました。
飯村税理士は国税局査察部（マルサ）のご勤務が長く、ご
経験された多くの査察調査をもとに、査察調査の流れなど
を裏話も織り交ぜながら楽しくお話ししていただき、89名
の方にご参加いただきました。

◆熱田区・南区８支部合同研修会◆

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  

（公社）熱田法人会 特別企画オンラインセミナー 

申込方法 

 

オンラインセミナーへの申込みから当日の参加までの手順になります。 

※登録フォームは熱田法人会およびＲＯＤ－ライブセミナー運営会社の株式会社ブレーンに送信されます。 

※登録フォームにてご記入いただいた個人情報は「お問い合せの対応」および「本サイトの情報提供」に関する業務のみで使用されます。 

 

  
 
  
＜セミナーに関するご留意事項＞ 

  本セミナーはインターネットで開催されるオンラインセミナーです。「Zoom」のアプリを使用します。 

・本セミナーの受講に必要な機器・設備・インターネット接続およびソフトウェア等は受講者の責任と費用で用意、操作するものといたします。 

以下の項目に基づく損害について、熱田法人会および株式会社ブレーンは一切責任を負いません。 

（1）受講者が利用する機器もしくはソフトウェアなどのスペック、設定の不備または故障等により、本セミナーを受講できないもしくは快適に受講できない場合。 

（2）受講者が利用するネットワークの品質、状況等により本セミナーを受講できないもしくは快適に受講できない場合。 

・インターネット環境等に関する相談、問い合わせ等については、お答えいたしかねますので、あらかじめご承知おき願います。 

スマートフォンやタブレットでのご参加も可能です。 

受講料 無料 先着 50名 

下記申込サイトよりお申込みください。右記のORコードからもサイトにアクセスできます。 
 https://rod-m.com/210917/1733.html 

申込締切日︓9月 14日（火） 

（公社）熱田法人会   

定 員 

お問合せ 

申込方法 

申込み １ 
申込サイトの 
参加希望フォームより
必要事項を送信 

申込み締切後 ２ 
オンラインセミナー事
務局より参加の案内メ
ールが届く 

前日 3 
再度参加の案内メール
が届く メール文中の
リンクよりテキストの
ダウンロード 

当日 4 
参加の案内メールから 
セミナーに参加 
※ 30分前から入場可能 

株式会社大川印刷 代表取締役社長 大川
お お か わ

 哲郎
て つ お

 氏 

＜講師プロフィール＞ 
東海大学法学部法律学科卒。1993年、株式会社大川印刷入社。2005年 11月、代表取締役社長に就任。
2001 年、社会起業家との出会いから、「印刷を通じて社会を変える」視点に気付き、2004 年、「本業を
通じて社会的課題解決に取り組む『ソーシャルプリンティングカンパニーⓇ』」と言うパーパス（存在意
義）を掲げる。現在、複数の社会的課題解決プロジェクトを各種 NPOと協働し推進。NPO、NGOとの協
働の経験から市民参加のワークショップなどでファシリテーターを数多く務める。 

9 月17 日（金）14：00～15：30 
講 師 

TEL︓052-682-6200 

※オンライン視聴が難しい方は、法人会事務局でもご視聴頂けます。 
当会ホームページよりお申込み下さい。（先着 20名） 

（非会員 1,000円） 

 

熱田法人会 🔍🔍検索 

14



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

＜講師プロフィール＞ 
東京都世田谷区生まれ。1987年 早稲田大学を卒業後、フジテ

レビのアナウンサーに。朝の情報番組「とくダネ︕」を 20年間
担当後、2019年 9月末日に 33年勤めたフジテレビを退社し、
フリーアナウンサーとなるが２か月後に血液のがんである悪性
リンパ種と判明。４か月半の入院、治療の結果「完全寛解」とな
る。現在、テレビ、ラジオ、講演、がん知識の普及活動など幅広
く活動している。11月に、人生の困難を乗り越えるエッセイ「生
きる力～引き算の縁と足し算の縁」（KADOKAWA）を出版。 

公益社団法人 熱田法人会 健康セミナー 

フリーアナウンサー 

笠井
か さ い

 信
し ん

輔
す け

氏 

  令和３年 11月 29日（月）１4︓00～15︓30  
Zoomミーティングを使用したオンライン開催 
令和 3年 12月 1日（水）～12月 20日（月） 
YouTubeによる限定配信 

 

 

日 時 

主 催 公益社団法人熱田法人会 名古屋市熱田区神宮三丁目 8-20-308 
Tel（052）682－6200 Fax（052）683－1417 

本セミナーは、オンラインによる開催に加え、12 月 1 日～12 月 20 日の間に
YouTubeによる限定配信も行いますので、期間内のご都合の良い時間帯での視
聴も可能です。多数の方のご参加をお待ちしています。 

申込方法 裏面の参加申込をご確認のうえ、11月 25日(木)までに法人会事務局 
までメールによりお申し込みください。 

参加費 会員無料・非会員 1,000円 

　令和３年11月22日（月）に熱田神宮会館におい
て、国土交通省大臣官房総括審議官  天河宏文氏
をお迎えし、「社会資本整備の最近の動向につい
て」と題して税制研修会を開催しました。
　昨今自然災害が頻繁に起きており、その際先頭
に立って国・地方を復興再建する国土交通省の防
災・減災対策や税制面での考えについて、分かり
易くお話しいただきました。

◆税制研修会◆

　令和３年11月４日（木）にオンラインにて、税理
士 中島加誉子氏より「年末調整の流れとポイント
を解説！税理士がわかりやすくお伝えします
【2021年版 年末調整実践セミナー】」と題してセ
ミナーを開催しました。当日は89名の方にご視聴
いただきました。またオンライン視聴できない方
のために法人会事務局での視聴も可能として４名
の方に参加いただきました。

●年末調整実践セミナー●

　令和３年11月29日（月）にオンラインにて、フ
リーアナウンサー  笠井信輔氏より「がんが教え
てくれた【生きる力】」と題してオンラインによ
る講演会セミナーを開催しました。
　笠井氏よりご自身のがん闘病生活の実経験に基
づくお話をアナウンサーらしく卓越した話術でお
話しいただきました。
　当日は22名の方に、その後のYouTubeでは74名
の方にご視聴いただきました。

●健康セミナー●

　令和３年９月17日（金）にオンラインにて、株式
会社大川印刷 代表取締役社長　大川哲郎氏より
「ポストコロナ、脱炭素社会を見据えた　グレー
ト・リセット【中小企業が活躍する新しい時代の
ＳＤＧｓ経営】～中小企業によるＳＤＧｓのロー
ルモデルから学ぶ・いかにして経営計画に実装
し、事業に組み込み実践するか～」と題してセミ
ナーを開催しました。
　初めてのオンライン開催となりましたが、当日
は21名の方にご視聴いただきました。

●中小企業のＳＤＧｓ経営●

　熱田法人会では、withコロナの時代に対応し、安心して参加できるオンラインセミナーを新
たに取り組みました。

　■▶　オンラインセミナー　◀■

　令和３年９月８日（水）～ 10日（金）の３日間、熱
田神宮会館において、税理士　飯村正三氏をお迎
えし、「簿記講習会」を開催しました。
　コロナ禍の中での講習会となりましたが、22名
の方にご参加いただきました。
　簿記の基本から仕訳の具体例や決算書の見方な
どについてわかり易く説明していただきました。

◆簿記講習会◆

　令和３年10月25日（月）に鳴海カントリークラブにおいて
「コロナ禍での経営、新たな事業に取り組む元気な企業」
と題し、事業発表会を開催しました。
　新たな事業に取り組んでいる支部内企業３社からプレゼ
ンテーションを行っていただき、41名（一般３名含む）の
方にご参加いただきました。

◆緑区４支部・豊明支部合同事業（事業発表会）◆

　令和３年11月17日（水）熱田神宮会館において、熱田区（４
支部）・南区（４支部）合同研修会を開催しました。
　講師には税理士 飯村正三氏をお迎えし「元国税査察官
による【マルサの事件簿】」と題してご講演いただきました。
飯村税理士は国税局査察部（マルサ）のご勤務が長く、ご
経験された多くの査察調査をもとに、査察調査の流れなど
を裏話も織り交ぜながら楽しくお話ししていただき、89名
の方にご参加いただきました。

◆熱田区・南区８支部合同研修会◆

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  

（公社）熱田法人会 特別企画オンラインセミナー 

申込方法 

 

オンラインセミナーへの申込みから当日の参加までの手順になります。 

※登録フォームは熱田法人会およびＲＯＤ－ライブセミナー運営会社の株式会社ブレーンに送信されます。 

※登録フォームにてご記入いただいた個人情報は「お問い合せの対応」および「本サイトの情報提供」に関する業務のみで使用されます。 

 

  
 
  
＜セミナーに関するご留意事項＞ 

  本セミナーはインターネットで開催されるオンラインセミナーです。「Zoom」のアプリを使用します。 

・本セミナーの受講に必要な機器・設備・インターネット接続およびソフトウェア等は受講者の責任と費用で用意、操作するものといたします。 

以下の項目に基づく損害について、熱田法人会および株式会社ブレーンは一切責任を負いません。 

（1）受講者が利用する機器もしくはソフトウェアなどのスペック、設定の不備または故障等により、本セミナーを受講できないもしくは快適に受講できない場合。 

（2）受講者が利用するネットワークの品質、状況等により本セミナーを受講できないもしくは快適に受講できない場合。 

・インターネット環境等に関する相談、問い合わせ等については、お答えいたしかねますので、あらかじめご承知おき願います。 

スマートフォンやタブレットでのご参加も可能です。 

受講料 無料 先着 50名 

下記申込サイトよりお申込みください。右記のORコードからもサイトにアクセスできます。 
 https://rod-m.com/210917/1733.html 

申込締切日︓9月 14日（火） 

（公社）熱田法人会   

定 員 

お問合せ 

申込方法 

申込み １ 
申込サイトの 
参加希望フォームより
必要事項を送信 

申込み締切後 ２ 
オンラインセミナー事
務局より参加の案内メ
ールが届く 

前日 3 
再度参加の案内メール
が届く メール文中の
リンクよりテキストの
ダウンロード 

当日 4 
参加の案内メールから 
セミナーに参加 
※ 30分前から入場可能 

株式会社大川印刷 代表取締役社長 大川
お お か わ

 哲郎
て つ お

 氏 

＜講師プロフィール＞ 
東海大学法学部法律学科卒。1993年、株式会社大川印刷入社。2005年 11月、代表取締役社長に就任。
2001 年、社会起業家との出会いから、「印刷を通じて社会を変える」視点に気付き、2004 年、「本業を
通じて社会的課題解決に取り組む『ソーシャルプリンティングカンパニーⓇ』」と言うパーパス（存在意
義）を掲げる。現在、複数の社会的課題解決プロジェクトを各種 NPOと協働し推進。NPO、NGOとの協
働の経験から市民参加のワークショップなどでファシリテーターを数多く務める。 

9 月17 日（金）14：00～15：30 
講 師 

TEL︓052-682-6200 

※オンライン視聴が難しい方は、法人会事務局でもご視聴頂けます。 
当会ホームページよりお申込み下さい。（先着 20名） 

（非会員 1,000円） 
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スキャン・読み取り

（電子メール等で）

授 受

ネット上からダウンロード

受 領

（会計ソフト等で）

電子的に作成した帳簿

①電子帳簿等保存
（電子的に作成した帳簿・

書類をデータのまま保存）

②スキャナ保存
（紙で受領・作成した書類を

画像データで保存）

③電子取引
（電子的に授受した取引

情報をデータで保存）

電子的に作成した

国税関係書類

処理番号 利用日 利用金額 名目 

J00000000001 2020/04/01 5,000 ○○○ 
J00000000002 2020/04/01 3,000 ××× 

J00000000003 2020/04/02 4,000 △△△ 

取引先 自社

取引情報

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するた

め、令和３年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等

の特例に関する法律（平成 10 年法律第 25 号。以下「電子帳簿保存法」といいます。）」の改正等が

行われ（令和４年１月１日施行）、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直し

がなされました。具体的な改正内容は以下のとおりです。 

              

 

１ 税務署長の事前承認制度が廃止されました。 

 これまで、電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務

署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要とされました

（電子的に作成した国税関係書類を電磁的記録により保存する場合についても同様です。）。 

※ 令和４年 1 月１日以後も改正前の要件を満たして保存等を行おうとする方が承認を受けようとする場合には、承認申請書を

令和３年９月 30 日までに所轄税務署長宛提出して頂くようお願いします（スキャナ保存も同様です。）。

２ 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。 

一定の国税関係帳簿（注１）について優良な電子帳簿の要件（注２）を満たして電磁的記録による 

備付け及び保存を行い、本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長 

に提出している保存義務者について、その国税関係帳簿（優良な電子帳簿）に記録された事項に 

関し申告漏れがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税が５％軽減される措置 

が整備されました（申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合には、本措置の 

適用はありません。）。 

（注１） 一定の国税関係帳簿とは、所得税法・法人税法に基づき青色申告者（青色申告法人）が保存しなければならない 

こととされる総勘定元帳、仕訳帳その他必要な帳簿（売掛帳や固定資産台帳等）又は消費税法に基づき事業者が保存 

しなければならないこととされている帳簿をいいます。 

（注２） 電子帳簿の保存要件の概要（次頁）の“優良”の要件をご確認ください。 

３ 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能となりました。 

正規の簿記の原則（一般的には複式簿記）に従って記録されるものに限られます。他の要件に 

ついては、電子帳簿の保存要件の概要（次頁）の“その他”の要件をご確認ください。 

電子帳簿保存法が改正されました 

～ 電子帳簿等保存（区分①）に関する改正事項 ～ 

導入 

Q: そもそも電子帳簿保存法とは、 
どのようなものですか︖ 

～ 電子帳簿保存法上の区分 （イメージ）～ 

令和４年１月１日以後に法定申告期限が到来する国税について適用

令和４年１月１日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う国税関係書類について適用 

令和４年１月１日以後に備付けを開始する国税関係帳簿について適用 

A: 各税法で原則紙での保存が義務づけられ
ている帳簿書類について一定の要件を満たし
た上で電磁的記録（電子データ）による保
存を可能とすること及び電子的に授受した取
引情報の保存義務等を定めた法律です。 

電子帳簿保存法上、電磁的記録による保
存は、大きく右の３種類に区分されています。 

R3.05 
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※１ 保存義務者が、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件の

うち②③の要件が不要となります（後述のスキャナ保存及び電子取引についても同様です。）。

※２  “優良”の要件を全て満たしているときは不要となります。

（参考） 優良な電子帳簿の要件を満たして対象帳簿の備付け及び保存を⾏い、前頁２の届出書の提出がある場合には、所得税の⻘⾊申告特別

控除（65 万円）が適用できます。 

 

  

電子帳簿の手続に関する Q＆A 

Ｑ︓ 新たに、対象の帳簿について電子保存を⾏う場合に、過少申告加算税の５％軽減や所得税の⻘⾊申告特別控除（65 万 
円）の適用を受けるためには、いつまでにどのような⼿続が必要ですか︖ 

Ａ︓ 適用を受けようとする初年度においては、その過少申告加算税の５％軽減や⻘⾊申告特別控除（65 万円）の適用を受けよう 
とする課税期間に係る法定申告期限までに、所轄の税務署⻑宛に、本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書を提出していた 
だく必要があります。 

Ｑ︓ これまで税務署⻑の承認を受け、総勘定元帳及び仕訳帳等の優良な電子帳簿の対象となる帳簿について電子保存していまし 
たが、その場合でも届出書の提出は必要ですか︖ 

Ａ︓ 過少申告加算税の５％軽減の適用を受けるためには、これまで承認を受けて保存等していた場合でも本措置の適用を受ける旨 
等を記載した届出書の提出が必要です。 

なお、令和４年１月１日よりも前に受けた承認の効⼒自体は取りやめの届出書の提出（又は税務当局からの取消処分）が 
ない限り有効ですので、その承認が有効とされる間は、引き続き改正前の要件で保存等を⾏う必要があります。したがって、承認を 
受けていた⽅が令和４年１月１日以後に備付けを開始する帳簿について、改正後の要件に従って電子帳簿保存を⾏う場合に 
は承認の取りやめの届出書の提出等の承認を取りやめる一定の⼿続が必要となりますのでご注意ください。 

電子帳簿の保存要件の概要 
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１ 税務署長の事前承認制度が廃止されました。 

２ タイムスタンプ要件、検索要件等について、次のとおり要件が緩和されました。 

⑴ タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約２か月と概ね７営業日以

内とされました。 

⑵ 受領者等がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署が不要とされました。

⑶ 電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することが

できるクラウド等（注１）において、入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認す

ることができるときは、タイムスタンプの付与に代えることができることとされました。 

（注１） 訂正又は削除を行うことができないクラウド等も含まれます。 

⑷ 検索要件の記録項目について、取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先に限定される

とともに、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合

には、範囲指定及び項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保（前頁帳簿の検索要件②

及び③に相当する要件）が不要となりました。 

３ 適正事務処理要件（注２）が廃止されました。 

（注２） 相互けん制、定期的な検査及び再発防止策の社内規程整備等のことをいいます。 

４ スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置が整備され 

ました。 

適正な保存を担保するための措置として、スキャナ保存が行われた国税関係書類に係る電磁的

記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ

等に課される重加算税が 10％加重される措置が整備されました。 

～ スキャナ保存(区分②)に関する改正事項 ～ 

令和４年１月１日以後に行うスキャナ保存について適用 

スキャナ保存要件の概要図（イメージ）

令和４年１月１日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用

令和４年１月１日以後に行うスキャナ保存について適用 

令和４年１月１日以後に行うスキャナ保存について適用 
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申請書の様式や電子帳簿保存法の Q＆A については、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に

掲載しています（改正分は随時掲載していきます。）。詳しくは、 国税庁 電子帳簿保存法  で 検索 

～ 電子取引（区分③）に関する改正事項 ～  

１ タイムスタンプ要件及び検索要件について次のとおり要件が緩和されました。 

タイムスタンプ要件に係るタイムスタンプの付与期間及び検索要件に係る検索項目について

「スキャナ保存（区分②）に関する改正事項」の２(1)と(4)と同趣旨の改正が行われたほか、基

準期間（注）の売上高が 1,000 万円以下である方（小規模な事業者）について、税務職員による 

質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合

には、検索要件の全てが不要とされました。 

（注） 「基準期間」とは、個人事業者については電子取引が行われた日の属する年の前々年の 1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

の期間をいい、法人については電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度をいいます。 

２ 適正な保存を担保する措置として、次の見直しが行われました。 

⑴ 申告所得税及び法人税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的

記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置は、廃止さ 

れました。 

※ 消費税における電子取引の取引情報等に係る電磁的記録については、引き続き出力書面による保存が可能です。

⑵ 電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合

には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が 10％加重される措置が整備さ 

れました。 

 国税庁
（法人番号 7000012050002）

令和４年１月１日以後行う電子取引について適用

Ｑ︓ これまで税務署⻑の承認を受け、スキャナ保存を⾏ってきましたが、今回の承認制度廃⽌に伴い、何か⼿続は必要ですか︖ 
また、改正後の緩和された要件の下で保存を⾏っても問題ありませんか︖ 

Ａ︓ 施⾏日（令和４年 1 月１日）以後についても引き続き承認は有効であり、承認の取りやめの届出書を提出する（又は税務 
当局から取消処分を受ける）までは、その後も改正前の要件を満たしてスキャナ保存を⾏う必要があります。したがって、施⾏日前に 
承認を受けていた⽅が、施⾏日以後緩和された要件の下で保存を⾏う場合には、承認の取りやめの届出書の提出等の承認を取り 
やめる一定の⼿続が必要となります。 

なお、施⾏日前に承認を受けていた⽅が、引き続き改正前の要件で保存を⾏うか、新たに改正後の要件で保存を⾏うかは保存 
義務者の選択となりますが、重加算税の 10％加重措置については、施⾏日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用 
されます。 

電子取引の保存要件 ※ 下線を付した部分が、今回改正により変更があった箇所になります。

スキャナ保存の手続に関するＱ＆Ａ

令和４年１月１日以後に法定申告期限が到来する国税について適用 

令和４年１月１日以後行う電子取引について適用 
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税務署窓口に行く必要がなく非対面で請求から受取までできます！

電子納税証明書（PDFファイル）は何度でもお使いいただけます（※注）！
※提出先から求められた期限内に発行されたものであることは、書面の場合と同様です。

電子納税証明書（PDFファイル）は何枚でも印刷できます！

メリット その

メリット その

メリット その

お手持ちのパソコンから e-Tax を使って請求から受取まで
簡単な操作でできますので、ぜひご利用ください！

電子納税証明書（ＰＤＦ）が
とても便利です！

発行までの流れ 自宅等で請求データを作成・送信
　　　　　⬇
そのまま自宅等で受取

e-Tax ソフト（Web 版）を使って、自宅やオフィスのパソコンで
　納税証明書の請求データを作成し、送信します。 詳しい操作方法に
　ついては、e-Tax ホームページ内「電子納税証明書（電子ファイル）に
　ついて（詳細）」をご覧ください。
※請求データの送信には、マイナンバーカードなどの電子証明書が必要です。
※代理人の方も請求することができます。

e-Taxソフト（Web版）のメッセージボックスに配信される案内
から、インターネットバンキング等により手数料を納付します。　
※手数料については、１税目×１年度 １枚あたり 370円です。

　納付した後、電子納税証明書（PDFファイル）がダウンロードできる
ようになります。必要に応じて自宅やオフィスのプリンター、コンビニ
エンスストアの印刷サービスを利用して印刷ができます。
※ダウンロードできる期間は、メッセージボックスに発行受付結果（電子納税証明書の
発行準備が整った旨の通知）が配信されてから 90 日間です。

※コンビニエンスストアの印刷サービスの利用には、別途料金がかかります。

自宅やオフィスで請求自宅やオフィスで請求自宅やオフィスで請求
電子納税証明書
 （電子ファイル）
について（詳細）
　　　▼

STEP

STEP

STEP

手数料の納付手数料の納付手数料の納付

電子納税証明書（ＰＤＦ）の受取電子納税証明書（ＰＤＦ）の受取電子納税証明書（ＰＤＦ）の受取
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名古屋市では、令和４年１月から、法人市民税の申告書等の提出先が、市内の主た

る事務所等が所在する区に関わらず、「栄市税事務所市民税課法人市民税係」となっ

ています。 

 そのため、申告書等を郵送で提出される際には、栄市税事務所あてに送付いただき

ますようお願いします。 

（法人の設立・事務所事業所新設廃止申告書や減免申請書などの法人市民税関係書

類の提出先も同様です。） 

 [令和４年１月４日（火）からの申告書等の提出先] 

担 当 部 署 電話番号 

栄市税事務所市民税課法人市民税係 

〒461-8626 名古屋市東区東桜一丁目 13番 3号 

(NHK 名古屋放送センタービル8階) 

(052)959-3305 

※１ 申告書等は、引き続き、ささしま及び金山市税事務所または区役所・支所の税

務窓口においても受け付けます。 

※２ ささしま及び金山市税事務所または区役所・支所の税務窓口に来所して、申告

書の記載方法等を相談される場合に、上記担当部署が対応することがあります。 

 

◎eLTAXによる電子申告をご利用のかたへ 

 令和４年１月から、法人市民税の電子申告による提出先は「栄市税事務所」となっ

ています。 

 法人市民税申告書の提出先を「ささしま」または「金山」市税事務所で登録されて

いるかたは、１月８日（土）に「栄市税事務所」へ提出先の変更（利用届出自動変換）

を行っていますので、個別に変更の手続きをしていただく必要はありません。 

お問い合わせ先 
市内の主たる事務所等の所在する区を担当する市税事務所法人市民税係にお問い合わせください。 

主 た る 事 務 所 等 が 所 在 す る 区 担当する市税事務所 電 話 番 号 

千種区、東区、北区、中区、守山区、名東区 栄 市 税 事 務 所 (052)959-3305 

西区、中村区、中川区、港区 ささしま市税事務所 (052)588-8006 

昭和区、瑞穂区、熱田区、南区、緑区、天白区 金 山 市 税 事 務 所 (052)324-9806 
 

法人市民税の申告書等の提出先が変わります 名古屋市からのお知らせ 
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「税を考える週間」街頭広報

地域社会貢献活動

　令和３年11月11日から17日までの「税を考える週間」
事業の一環として、「税を考える週間」、「スマホで申告
を！」の看板を取り付けた広報車による街宣広報を実
施しました。令和３年11月11日（木）に熱田税務署の幹
部の皆さんに見送られて出発した広報車は17日までの
土日を除く５日間、熱田区・南区・緑区・豊明市を
アナウンスしながら回り、道行く多くの市民に、税を
考える週間やe-Taxやスマホによる確定申告の呼びか
けを行いました。

「税に関する作品」発表
　熱田納税貯蓄組合連合会主催の令和３年度「税に関する作品」発表があり、小学生「税に関する習字」の
部で鳴海小学校５年生 都築陽茉莉さん、中学生「税に関する作文」の部で沢上中学校３年生 前田伊織さん、
「税に関するポスター」の部で豊明市立沓掛中学校３年生 嘉野綾菜さんの３名が公益社団法人熱田法人会長賞を
受賞されました。

　令和３年11月12日（金）熱田図書館にパンフレットス
タンドを寄贈いたしました。
　これは、「マイホームを持ったとき」「財産をもらっ
たとき」など暮らしの様々な中で関わってくる税金に
ついて分かり易く解説したパンフレット「暮らしの税
情報」（国税庁作成）収納用として図書館に常設してい
ただくことで、図書館を訪れる多くの方に、税に対す
る関心と正しい知識を持っていただくことを目的に寄
贈したものです。

図書館寄贈

　本城支部（佐藤太加夫支部長）では、令和３年11月
16日（火）名古屋市立本城中学校に、租税教育図書と空
気清浄機２台を寄贈しました。佐藤支部長・成田支部
委員他２名が本城中学校にお伺いし、校長先生にお渡
ししました。校長先生からは保健室など生徒が多く集
まる場所に有効的に使わせていただくとの感謝のお言
葉をいただきました。

本城支部寄贈
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役＝役員会・役員研修会

開催年月日 支部名 区分 主　　な　　内　　容 出席数

3 . 9 . 9

9 . 21

10 . 7

本 城

大 高

本 城

役

役

役

「社会貢献事業」等協議

支部合同事業発送作業

「社会貢献事業」「支部合同研修会」等報告

7

5

9

支 部 の 動 き

新会員紹介
（令和３年８月～11月） （敬称略）

支　部　名 法　人　名　・　個　人　名 所　　在　　地

高 蔵 旗 屋

高 蔵 旗 屋

白 鳥

熱 田 南

熱 田 南

名 光

名 光

新 瑞 南

明 治

明 治

本 城

鳴 海

鳴 海

緑 西 部

豊 明

豊 明

管 外 会 員

三興工業株式会社

株式会社 ジョブオン

ｃａｔｃｈ株式会社

名古屋上下水道総合サービス株式会社

株式会社 パレットリンク

株式会社 ＭＫ工業

有限会社 エムシーケー

ひまわり建築工房合同会社

株式会社 シモムラ

株式会社 リバティ

株式会社 マエケン

株式会社 兼美

有限会社 古澤工務店

ＡＨＳ事業協同組合

株式会社 スギウラ鉄筋

株式会社 田口工業

西田一男

南区堤町５－57－３

熱田区金山町一丁目５－３

熱田区伝馬二丁目29－30

熱田区一番三丁目２－44

中区栄二丁目２－17

南区浜田町３－92

南区丹後通５－41

瑞穂区萩山町２－60－６

南区豊一丁目22－24

南区内田橋一丁目７－20

中区金山二丁目10－２

緑区梅里一丁目24－１

緑区鳴海町母呂後140－３

緑区浦里四丁目181

豊明市沓掛町陣田４－２

豊明市栄町大脇27

弥富市五之三町川平200
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主な事業予定
お知らせのページ

編集発行人
広報委員：水野・関谷・伊藤・小鹿・久野・杉浦・丸山・市川・松井・小津・横井　（順不同）

編集後記
　ようやく我が家にもスマートスピーカーがやってきました。
　スマートスピーカーとは「AIアシスタントに対応しているスピーカー」とあります。
　インターネットにつなぎ、音声で話しかけると様々なことに応対してくれ、家電に
つなげれば電気のON・OFFなどもできるというものです。
　我が家にやってきたスマートスピーカーは音楽をかけることが仕事なので、そこま

での便利さはありません。ぼんやりとした指示でも対応してくれるので、「1980年代の曲をかけて」
というと、私には「懐かしい、あの頃のヒット曲だね」という曲を流してくれます。また朝に「おはよう」
と話しかけると「今日は○○の日です」と教えてくれます。先日びっくりしたのは「今日は私の誕生
日なので “バースデーソングを歌って” と話しかけてください」と言われてそのとおりにしてみると、
自分で自分をお祝いしていました。
　これからは人間が動くのではなく、機械やAIが動いて人間をサポートしていく生活になっていくの
かなと想像をさせられました。会話ですら、対人間ではなくなるのかもしれません。でもそれは少し
寂しいので、まだしばらくは不便な生活がいいなあと思いました。　　　　　　　　　　　　　Ａ．Ｆ

　令和３年11月１日付けで熱田法人会事務局長となりました井貝と申します。
　これまでは、法人会とはあまり馴染みのない職場で働いておりましたが、法人
会事務局長として税制、経済、文化、福利厚生など幅広い分野にわたる各種事業
を担当させていただきます。
　会員企業の皆さまにお役に立てるよう、過去の経験を活かしつつ精一杯努めて
まいりますので、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。　   　　井貝　孝一

あつたの杜
令和4年1月

第130号（通巻175号）

ホームページ http://www.atsutahojinkai.or.jp

発行／公益社団法人 熱田法人会

印刷／株 式 会 社 鈴活印刷

（ＮＸ熱田神宮ビル308号）

事務局お知らせ

◎日　時

◎会　場
◎講　師
◎内　容

◎日　時

◎会　場
◎講　師

◎演　題

令和４年１月25日（火）
13：30～15：00
熱田神宮会館　２階
熱田税務署担当官　３名
「確定申告前研修会」ほか

令和４年２月３日（木）
13：30～15：00
熱田神宮会館　２階
読売テレビ報道局　解説委員長
高岡 達之 氏
「アフターコロナ時代に向けて
ニュースの裏側から見る日本経済の
ゆくえ」

税制研修会

新春講演会

◎日　時
◎会　場

◎日　時

◎会　場

◎日　時

◎講　師
◎演　題

令和４年３月17日（木）～19日（土）
秋葉山圓通寺

令和４年６月７日（火）
15：00～16：10（予定）
ホテルグランコート名古屋　７階

令和４年６月７日（火）
16：30～18：00（予定）
未　定
未　定

生活習慣病予防健診

公益社団法人熱田法人会　定時総会

定時総会記念講演
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公益

当法人会は、会員に関する「個人情報」を、研修会・各種会議などの開催通知、広報誌

などの送付、福利厚生制度等のご案内など、本会の事業活動のために利用し、それ以

外の目的で利用することは一切ありません。



名古屋南支社/名古屋市中区金山1-13-13(金山プレイス7F)
TEL 052-331-3360


